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要旨 

 【目的】現在放射線診療を行う上で、一般撮影、CT、透視、血管造影、核医

学、放射線治療と様々な形で放射線が用いられている。その中で放射線量を表

す単位と用語も様々であり、一般市民だけではなく、我々学会員においても氾

濫する線量単位、そして指標について十分理解した上で使用しているとは言え

ない。今回、ICRPから2007年新勧告、さらにDR、MDCTでの患者被曝に関する

publicationが出され、診断参考レベル（DRL）についても今後わが国の関係法

令への取り込みに関して検討される。今回の調査研究から、学会発表や論文に

おいての多種多様な線量表現、モダリティ、メーカーの違いにより測定される

部位や表示される線量の相違、精度管理目的の線量指標と、患者個々の被曝線

量（皮膚線量、臓器線量）の違いの明確化、複数の放射線手技を同一部位に実

施した場合の確定的影響の捉え方が今後の課題として挙げられる。線量単位の

検討を行った上で、学会としての診断参考レベルデータベース化についても検

討が必要である。今回本調査班では上記に示した課題と検討事項について、調

査研究を行う。 
【方法】放射線量を表す単位と用語について防護量、実用量含め抽出作業を行

い、関連学団体との整合性を図り、表記についての妥当性を検討する。その上

で研究発表、論文での氾濫する線量表記について分析し集約作業を行う。精度

管理等の目的での線量指標と患者個々の被曝線量評価のための線量指標につい



て各モダリティで検討すると共に、同一線量表記でメーカー間での違いについ

て基準化できるか検討する。また患者個々の被曝線量について確定的影響を踏

まえた線量評価について検討する。また、学会としての診断参考レベルの構築

を検討する。 

【結果】放射線量を表す単位と用語について防護量、実用量含め抽出作業を行

うにつれ、国際・国内の関連団体においても医療被ばくの用語がばらばらであ

ることがわかった。また、各モダリティによって、線量指標の違いを明らかに

した。診断領域においては、確定的影響が主たるものであるので、各モダリテ

ィにおいては単位としてはGyであった。最終目標として診断参考レベル(DRLs)

を作成する際に国際的な動向を資料として提供する。【まとめ】医療被ばく評価

単位の検討であるが、医療被ばくに関する用語が統一されていないことがわか

った。論文においても被ばくという用語だけで括ってしまうのではなく、術者

であるのか、患者であるのか、装置に関することかを明確に示す必要がある。

また、医療被ばくで用いる単位としてはGy、Svで問題はないが、前述のように

用いる用語によって明確にする必要が示唆された。日本における各学会の用語、

単位の統一化が望まれる。 

  



１．はじめに 

X 線装置線量表示値の特徴として、装置に表示される線量値は、個々の患者被曝線量の指

標に成り得る線量と装置の品質管理や検査の最適化を評価するために用いられる線量の２

種類に大きく分けられる。 
個々の患者被曝線量の指標に成り得る線量は、後方散乱線を含む皮膚入射位置での空気

カーマである入射表面線量（Entrance Surface Dose）、後方散乱線を含まない自由空気中

での空気カーマである入射線量（Incident Dose）、透視撮影装置や血管撮影装置で用いられ

る面積線量（Dose Area Product）、組織線量を評価した平均乳腺線量（Average Glandular Dose）

などがある。 

装置の品質管理や検査の最適化を評価するために用いられる線量は、CT で用いられる

CTDI（CT Dose Index）や DLP（Dose Length Product）、ACR(American College of Radiology)

で推奨されている専用ファントム(RMI model156)を用いて測定する平均乳腺線量（Average 

などがある。 

医療被ばく評価に用いる単位を検討する上では、各モダリティにおける医療被ばくに関

する用語を明らかにするために、各モダリティの線量評価の現状と問題点について調査し

た。 
 
２．一般撮影領域での装置線量表示値 
２－１．一般撮影領域での被曝線量評価 
 一般撮影領域での被曝線量評価は、患者の入射面における皮膚吸収線量を評価する方法

が一般的である。日本放射線技術学会計測分科会が推奨している測定手順は、（１）正確な

照射線量（C/kg または mR）を測定し、（２）測定点と実際の皮膚位置の距離補正（距離逆

二乗則の適用）を行い、（３）後方散乱係数による補正（被写体からの後方散乱を補正）を

行い、（４）吸収線量変換係数による補正（空気の吸収線量から組織の吸収線量を算出）を

行い、最終的に皮膚吸収線量（mGy）を評価する。 
 
２－２．一般撮影領域での装置線量表示値の現状と問題点 
 表示線量として、測定部位（評価部位）は患者入射表面、測定線量は入射表面線量(mGy)、
入射線量(mGy)、線量指標である。線量表示方法は、NDD(Numerical Dose Determination)
法を用いた入射表面線量は、 
   D(mGy)=NDD(f)×mAs×(150/FSD)2   
    NDD(f)：管電圧補正・総ろ過（付加フィルタ含む）補正・照射面積補正 
    照射野サイズは絞り開度と FSD から算出 
 面積線量計から計算で求めるのは入射線量で、照射面積の取得方法は不明、面積線量を

そのまま表示するメーカーもある。 
 線量指標としては、入力デジタル値のヒストグラムより求める、EI (Exposure Index)値、



S 値で、EI 値 100 は S 値 200 とほぼ同等である。 
問題点としては、NDD 法は装置線量管理が重要（管電流は変動する）である。       

通常、FSD は事前登録する（個々の被写体厚が反映されない）。面積線量は照射面積の扱い

が不明のため、入射線量の推定精度が不明確である。入射線量のため後方散乱線は含まれ

ない。線量指標(EI)は相対感度として利用できるが、入射表面線量を求めることは不可であ

る。 
 
３．乳房撮影領域での装置線量表示値 
３－１．乳房撮影領域での被曝線量評価 
 乳房撮影領域は他の領域と異なり、低エネルギーＸ線を使用し被曝部位は乳房に限定さ

れている。被曝線量評価法は、最大被曝線量となる乳房皮膚線量、皮下脂肪の直下の乳腺

線量、乳腺全体の平均乳腺線量の評価がある。乳腺組織は乳房皮膚より放射線誘発ガンの

感受性が高いため、被曝線量は乳腺線量を評価する。リスク評価から考えると X 線管側に

一番近い乳腺（皮下 4～5mm）の被曝線量を評価することが重要となるが、個々のリスク評

価ではなく被験者全体のリスク低減を目的としたファントムを用いた平均乳腺線量の測定

法が一般的に多く用いられている。この方法は米国放射線専門医会（ACR）乳房撮影精度

管理委員会の平均乳腺線量の測定方法が広く普及している。 

 ACR の測定法は標準ファントム（RMI model 156）を用い、通常撮影を行う自動露出制御

（AEC）にて照射を行い、シャロー型の電離箱線量計にて照射線量（R）を測定する。測定

した線量から換算表により平均乳腺線量（mrad）を求める。この測定による平均乳腺線量

は、患者被曝線量測定ではなく、装置の品質管理やガイダンスレベルとして被曝低減に有

用である。 

 
３－２．乳房撮影領域での装置線量表示値の現状と問題点 

表示線量として、測定部位（評価部位）は入射空中線量(Entrance Surface Exposure)、                         
皮膚入射線量(Entrance Skin Exposure)、皮膚表面線量(Entrance Skin Exposure)である。

ただし、上記すべて後方散乱線は含まない。平均乳腺線量(Average Glandular Dose、Mean 

Glandular Dose)では、測定線量は入射空中線量(R)、皮膚入射線量・皮膚表面線量(mGy)、平

均乳腺線量(mGy)である。線量表示方法として、入射空中線量、皮膚入射線量、皮膚表面線

量で、管電圧、半価層、mAs 値、焦点―皮膚間距離から計算により算出できる。平均乳腺

線量は 

    D=Kgcs 

         D：Mean Glandular (breast) Dose (mGy) 

         K：Entrance Surface Air Kerma (without backscatter) (mGy) 
     g：g-factors (mGy/mGy) 

 Breast thickness(cm)と HVL(mm Al)をパラメータとするテーブル 



         c：c-factors   

Glandularities of 0.1-100% of the breast と HVL(mmAl)、thickness をパラメータとするテーブル 

        s：s-factors  Spectral correction factor (target/filter, Mo/Mo,Mo/Rh,Rh/Rh,Rh/Al,W/Rh) 

 

  Dg=DgN・XESE 

Dg：Average Glandular Dose(mrad) 

DgN：X-ray spectrum, Breast thickness , Breast composition (mrad/R) 

XESE：Entrance Skin Exposure(R) 
 

問題点として、表示線量は撮影条件より算出するため、装置線量管理が重要である。入

射表面線量の単位や呼称がメーカーにより異なる。平均乳腺線量の算出方法がメーカーに

より異なる（算出方法が不明）。平均乳腺線量はリスク評価を行う場合に妥当であるかであ

る。ACR の場合、照射線量が R、変換係数が mrd/R を使用している。 
 
４．X 線 CT 領域での装置線量表示値 
４－１．X 線 CT 領域での被曝線量評価 
 X 線 CT 領域での線量評価の特徴は、他の領域と異なり被検者の周囲を 360 度の全ての方

向から X 線を照射し、１回の検査で複数回のスキャンが行われることを考慮し線量測定を

行わなければならない。このため、線量測定は表面ではなく、内部の線量を評価している。

X 線 CT の線量測定は線量プロファイルの積算を行うことで測定が可能となり、この方法が

CTDI（CT Dose Index）である。一般的には、アクリル樹脂製円筒形ファントム（腹部を想

定した直径 320mm、頭部を想定した直径 160mm）に CT 用電離箱を挿入し、中心部と表面

から 10mm 内側の周辺部の線量を測定して CTDIw（weighted CTDI）を算出する。CTDI の線

量値は患者被曝線量ではなく、装置の品質管理やガイダンスレベルとして被曝低減に有用

である。 
 
４－２．X 線 CT 領域での装置線量表示値の現状と問題点 

表示線量として、規格が定められている IEC60601-2-44。測定部位（評価部位）はアク

リルファントム内のどこかの空気カーマ線量。各メーカーは頭部 16cm、体幹部 32cm 直径

アクリルファントム使用し、その線量とスキャン長の積である。 
測定線量は、CTDI（CT Dose Index）、DLP（Dose Length Product）、ファントム内の空気

カーマ Kair である。 
 CTDIw=1/3・CTDI100c+2/3・CTDI100p (mGy) 
CTDIvol＝CTDIw/pitch（mGy） 

   DLP＝CTDIvol・L（mGy・cm） 
            



線量表示方法は、装置の出力条件より算出（検査部位により計算方法が異なる）、    

CTDIvolにスキャン長を積算する。 
問題点として、CT では、どこの線量を求めることが最良であるのかがわからない。CTDI

は装置を管理するための線量指標である。DLP から簡便な方法で実効線量を取得できるが、

精度に問題がある（高い精度を必要な場合、ImPACT（イギリス）、Win Dose （ドイツ）が

用いられる）。表示線量は患者の体型に関係なく規定のファントム内線量である。CTDI は

小児に応用することは難しい。胸部も同様である。電流変調時の測定方法が不明確である。

Dose Efficiency（表示スライス厚線量/ 実スライス厚線量）×100(%)の評価がある。 
 
５．血管撮影領域での装置線量表示値 
５－１．血管撮影領域での被曝線量評価 
血管撮影領域において患者被曝線量を評価する場合は、障害が最も起こる可能性が高い

入射皮膚線量を測定する。入射皮膚線量を測定する場合、照射野内の皮膚積算線量がリア

ルタイムに測定可能であり、手技や画像に影響を及ぼさず容易に測定できることが求めら

れる。評価を行う入射皮膚線量は検査毎に測定が必要となり、透視や撮影での線量は体型、

手技内容、手技時間により大きく変化するため、他のモダリティに比較し線量測定が難し

いと考えられる。代表的な測定法には直接法、間接法、推定法などの方法がある。 
直接測定法は検出器を直接患者皮膚面に貼り付けて測定する thermoluminescence 

dosimeter (TLD)、蛍光ガラス線量計、skin dose monitor(SDM)などである。TLD や蛍光

ガラス線量計による測定は、複数位置において後方散乱を含んだ測定値が得られるため大

変有用であるが、リアルタイム性に欠け測定手技が煩雑である。SDM は皮膚線量を簡便に

高い精度でリアルタイムに積算線量として測定できるが、多方向からの透視撮影において

線量が最も高くなる部位への検出器の設定が難しく、皮膚線量が過小評価されることがあ

る。 
 間接測定法は装置の出力などから皮膚線量を推定する NDD 表面線量簡易換算法および

面積線量計を利用する方法などがある。NDD 表面線量簡易換算法にて皮膚線量を推定する

ためには、Ｘ線出力が管理された装置による正確な透視撮影条件と焦点皮膚間距離が必要

となり、刻々と変化する透視条件から線量を推定することは難しい。面積線量計は患者に

触れることなく簡便でリアルタイムに積算線量を表示可能であるが、測定値は面積線量で

あるため皮膚線量への変換が煩雑である。また、推定法は基準線量を測定し透視と撮影の

割合から皮膚線量を推定する方法であるため推定精度が低く参考値程度である。 
以上のように各測定方法には長所と短所が存在し、血管撮影領域での実用的な測定方法

の選択は難しい現状にあるが、IVR は更に増加する可能性があり、患者被ばく線量の評価

は重要である。可能な限り簡便に、多くの施設で入射皮膚線量を測定できる方法の標準化

が望まれる。 

 



５－２．血管撮影領域での装置線量表示値の現状と問題点 
表示線量として、規格が定められている IEC60601-2-43、JIS Z4751-2-43。最近の CT

装置のコンソールに表示される CTDI のように、血管撮影装置においても出力線量が表示さ

れる装置が普及している。この線量表示値は、2000 年に作成された international 

electrotechnical commission (IEC) 60601-2-43 での医用電気機器パート 2-23：インターベンシ

ョナルプロセジャー用Ｘ線装置の安全に関する個別要求事項において、インターベンショ

ナル基準点（interventional reference point）における基準空気カーマ（reference air kerma）と

して規格化された。インターベンショナル基準点は成人の心臓領域の検査に適用され、そ

の位置はアイソセンタを持つシステムにおいてアイソセンタからＸ線管焦点方向に 15cm 離

れた点であり、その点での空気カーマを基準空気カーマとしている。そして、Ｘ線照射中

（装置が負荷状態）では基準空気カーマ率を表示し、負荷状態でない間は透視と撮影の空

気カーマの合計である積算基準空気カーマを表示するような装置のシステムを要求してい

る。 
 測定部位（評価部位）はインターベンショナル基準点での入射線量（Incident Dose）で、

メーカー独自の測定部位を表す場合がある。 
測定線量は 空気カーマ（in-air）(mGy)、面積線量(mGy・cm2)である。 
線量表示方法は、面積線量計より計算により算出、装置の出力条件より算出である。 
問題点として、臨床で必要とする入射皮膚線量(mGy)が表示されているわけではない。イ

ンターベンショナル基準点での入射線量を示さないメーカーもある。表示線量はインター

ベンショナル基準点における空気カーマである。空気カーマであるため補正を行い、入射

皮膚線量を推定する。テーブル吸収補正、後方散乱補正、皮膚吸収線量への変換係数。推

定した線量はインターベンショナル基準点の位置での入射皮膚線量である。臨床での皮膚

の位置がインターベンショナル基準点とは限らない。インターベンショナル基準点は成人

の心臓検査にのみ適用が可能。装置の表示線量（総積算線量）より推定される線量は総入

射皮膚線量である。総入射皮膚線量は放射線皮膚障害を回避するために重要となる最大皮

膚線量ではない。 

 
６．まとめ 
一般撮影、乳房撮影、X 線 CT、血管撮影領域の現在、日本で行われている患者の受ける

線量評価について測定部位、測定線量、装置の線量表示法について検討した。また、各領

域による評価部位および表示線量と単位を下表にまとめた。 

前述したように各領域において、一般撮影領域は入射表面線量（Gy）、乳房領域は平均乳

腺線量（Gy）、X 線 CT 領域は CTDI（Gy）と被ばく線量評価の概念が違うことが伺える。こ

れはその領域で使用する装置や検査手技が異なるためである。しかし、X 線 CT、血管撮影

領域においては IEC のように国際規格を採用することは評価できるが、各装置メーカーで

の統一は必要である。一方で、乳房領域では、R、rad といった旧単位を使用していること



もある。ようするに単位としては国際規格をもとに標準化し、各メーカーにおいても統一

化する方向でなければならない。 

論文投稿においては被ばくという用語だけで括ってしまうのではなく、対象が術者であ

るのか、患者であるのか、装置に関することかを明確に示す必要がある。また、論文査読

においては、明確に示せてない分には指導を行うことを望む。 

最終的には医療被ばくで用いる単位としては、患者が受ける線量としては Gy、術者が受

ける線量の単位を Sv とすることが簡単ではないかと考える。現状を把握したうえで早期の

日本における各学会、関連団体の用語、単位の統一化が望まれる。 

医療被ばくの評価単位を検討していくなかで、医療被ばくに関する用語、単位における

国内外での防護関連機関・組織の現状と今後の動向についてとして委員会で発表されたデ

ータを提供する（資料 1）。さらに医療被ばくについての諸外国の動向を診断参考レベル（DRL）

として各国の対応とわが国の動向についてとして委員会で発表されたデータを提供する

（資料 2）。 
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各種モダリティ比較 

 

モダリティ 評価部位 表示線量 
一般撮影 患者入射表面 入射表面線量(mGy) 

入射線量(mGy) 
面積線量(mGy・cm2) 
線量指標 

透視撮影装置 患者入射表面 入射表面線量(mGy) 
面積線量(mGy・cm2) 

乳房撮影装置 患者入射表面 
 
 
 

乳腺 

入射空中線量(Entrance Surface Exposure) (R) 
皮膚入射線量(Entrance Skin Exposure) (mGy) 
皮膚表面線量(Entrance Skin Exposure(mGy)) 
 

平均乳腺線量(Average Glandular Dose) (mGy) 
平均乳腺線量(Mean Glandular Dose) (mGy) 

CT 装置 アクリルファント

ム内 
CTDI（CT Dose Index）(mGy) 
DLP（Dose Length Product）(mGy) 

血管撮影装置 IPR 

メーカー独自の場

所 

入射線量 (mGy) 
入射線量 (mGy) 
面積線量(mGy・cm2) 
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国内外での防護関連機関･組織
の現状と今後の動向

放射線医学総合研究所
重粒子医科学センター
医療放射線防護研究室

赤羽 恵一

2009年4月19日
第65回 日本放射線技術学会総会学術大会
シンポジウム「医療被曝評価を考える－複合被曝の捉え方の学会の指針－」

 

防護関連国際機関

• ICRP
– International Commission on Radiological Protection
– 国際放射線防護委員会

• ICRU
– International Commission on Radiation Units and 

Measurements
– 国際放射線単位測定委員会

• UNSCEAR
– United Nations Scientific Committee on the Effect of 

Atomic Radiation
– 原子放射線の影響に関する国連科学委員会

 

防護関連国際機関

• IAEA
– International Atomic Energy Agency
– 国際原子力機関

• WHO
– World Health Organization
– 世界保健機構

• OECD/NEA
– Organization for Economic Cooperation and 

Development/Nuclear Energy Agency
– 経済協力開発機構 原子力機関

 

防護関連機関

• NCRP
– National Council on Radiation Protection and 

Measurements
– 米国放射線防護測定委員会

• HPA(NRPB)
– Health Protection Agency (Radiation Protection 

Division )
• BEIR委員会

– Biological Effects of Ionizing Radiation Committee
– 電離放射線の絵師物影響委員会（米国科学アカデ

ミー）

 

ICRP

 

ICRP（国際放射線防護委員会）

International Commission on Radiological Protection

委員会（Main Commission）

専門委員会（Committee）
– 1: 放射線影響（Radiation effects）
– 2: 放射線被ばくからの線量（Doses from radiation exposure）

– 3: 医療放射線防護（Protection in medicine）

– 4: ICRP勧告の適用（Application of ICRP recommendations）
– 5: 環境の防護（Protection of the environment）

課題グループ（Task Group）

 

 

ICRP Publication 103（2007年新勧告）
Recommendations of the ICRP

• 1990年勧告（Publ. 60）の改訂版

• 防護体系の基本的枠組みに大幅な変更はなし

– 線量反応関係の直線モデル、正当化･最適化･線量限度
など

• 変更された内容も説明されている

– 被ばく分類（計画･緊急･既存）

– リスク係数、放射線荷重係数･組織荷重係数

• 患者の医療被ばく（Publ. 103）

– Publ. 60 以降に出された医療放射線防護関係の
Publications が「患者の医療被ばく」にまとめられている

 



Executive Summary (Publ. 103)

• (i) （一部略）実効線量は、標準人に対して計算さ
れ、個人に対して計算されるものではない。

• (j) （一部略）実効線量の主な利用は、放射線防護

における計画と最適化に対するプロスペクティブ
な線量評価であり、規制目的に対する線量限度に
より準拠の根拠となるものである。

 

Executive Summary (Publ. 103)

• (k) （一部略）集団線量は、疫学的リスク評価に

対する道具として意図されたものはなく、リス
ク予測に用いることは適切ではない。

• 長期間にわたってとても低い個人線量を集積す
ることは適切ではなく、特に、些少な個人線量
からの集団実効線量に基づくがん死亡数の計算
は避けるべきである。

 

実効線量（Publ. 103）

• (34) （一部略）名目リスク係数は、特定の個人
に当てはめるべきではない。

• (152) 患者の医療被ばくからの実効線量の評価と

解釈は、臓器と組織が一部しか被ばくしない場
合、または特にX線診断の場合のとても異なる被
ばくの場合には、大変問題がある。

 

医療放射線関係の ICRP Publications
- 1990年勧告以降 -

• Publ. 62: 生物医学研究における放射線防護（1993）

• Publ. 73: 医学における放射線の防護と安全（1997）*

• Publ. 84: 妊娠と医療放射線（2001）*

• Publ. 85: IVRにおける放射線傷害の回避（2001）*

• Publ. 86: 放射線治療患者に対する事故被ばくの予防

（2002）*

• Publ. 87: CTにおける患者線量の管理（2002）*

•

• *日本語訳あり

 

医療放射線関係の ICRP Publications
- 1990年勧告以降 -

• Publ. 93: デジタルラジオロジーにおける患者線量の管理
（2004）*

• Publ. 94: 非密封放射性核種による治療を受けた患者の解放
（2004）*

• Publ. 97: 高線量率密封小線源治療事故の防止（2005）

• Publ. 98: 永久刺入線源を用いた前立腺がんの小線源治療の放
射線安全（2005）

• Supporting Guidance 2: 放射線と患者：医療従事者へのガイド
（2001）

• Publ. 103:ICRP勧告（2007）

• Publ. 105:医療における放射線防護（2007） *日本語
訳あり

 

UNSCEAR

 

UNSCEAR

• Sources and Effects of Ionizing Radiation
– United Nations Scientific Committee on the Effects 

of Atomic Radiation

• 放射線の線源と影響

– 原子放射線の影響に関する国連科学委員会

– 総会に対する報告書

 

UNSCEAR: 国連科学委員会

• 放射線の線源と影響（1977年国連科学委員会報告書）

• 放射線とその人間への影響（UNSCEAR 1982 REPORT/IONIZING 
RADIATION: SOURCES AND BIOLOGICAL EFFECTS）

• 放射線の線源と影響（原子放射線の影響に関する国連科学委
員会の、総会に対する1988年報告書 附属書付）

• 放射線の線源と影響（原子放射線の影響に関する国連科学委
員会の、総会に対する1993年報告書 附属書付）

• 放射線の線源と影響（原子放射線の影響に関する国連科学委
員会の、総会に対する2000年報告書 附属書付）

– (現在、新しい報告書を作成中)

 



 

WHO

 

WHO

• Global Initiative for Radiation Safety in Healthcare 
Settings

– 健康管理における電離放射線の安全な医学利用に向けて健
康分野への働きかけ

– ステークホルダ（健康当局・国際機関・専門団体・学会など）
– IAEAが2002に作成した患者の放射線防護を補完するもの

• 2008年に2回会合

• （日本からの参加）

• 第1回：山下（長崎大）、島田・赤羽（放医研）

• 第2回：山下（長崎大）、米原・赤羽（放医研）

• 今後日本も具体的な活動に参加していくことになる

 

Public Health & Environment News
(November 2008, Issue 4)

• Global initiative on radiation safety in health-care 
settings
– A global WHO initiative to mobilize the health sector 

towards safer use of radiation in medicine while 
preventing unnecessary medical radiation exposures will 
get underway mid-December. 

– In addition to national institutions, collaboration is being 
expanded to involve international organizations, 
professional associations, scientific societies and academic 
institutions. 

– The strategy will be consolidated at a Technical Meeting on 
the Global Initiative on Radiation Safety in Health-Care 
Settings, WHO headquarters, 15-17 December.  

Public Health & Environment News
(December 2008, Issue 5)

• Global initiative on radiation safety in health-care 
settings
– The highest exposures to artificial ionizing radiation (IR) sources come 

from health care. 

– While the use of IR in medicine has led to major improvements in the 
diagnosis and treatment of human diseases, there is a need to control 
and minimize health risks. 

– WHO's role in mobilizing the health sector towards safer use of 
radiation was endorsed during the launch of the Global Initiative on 
Radiation Safety in Health-Care Settings at WHO headquarters, 15-17 
December. 

– The 65 meeting participants, including experts from 23 Member States 
and representatives of 14 international organizations, professional 
associations and scientific societies, agreed to cooperate on this 
important primary prevention issue.  

ICRU

 

Current Program of the ICRU
Future

• ICRUの責任は変わっていない；すなわち、医療・基

礎科学・産業・放射線防護における電離放射線の
利用に対する概念・諸量・単位・測定手順に関する
国際的に受け入れられる勧告を与えることである。
ICRUは、放射線測定に直接関係のある最新のデー

タと情報を収集及び評価し、刊行物中で放射線諸
量の最も適切な値と、現行の利用に対し最も受け入
れられ安全な技術を勧告することに努力している。
これらの勧告は、放射線医学・科学・技術における
急速な発展に従い、常に見直され拡張される。

 

Current Program of the ICRU
Future

• 放射線診断と核医学においては、これらの発展は急速であり、ICRUは医

療画像、画像技術の全種類を含む実際的な応用の基礎的な概念の変動、
そして防護を考慮した特定の線量測定手法の達成にも関連する問題を
拡張している。

• 放射線治療においては、現行のICRUプログラムは報告の体積と線量の

明確化に多くの注意を焦点化してきており、そのプログラムを吸収線量
の空間分布をより正確に知ることが必要なより新しい種類の治療に拡張
している。

• 放射線防護においては、ICRUは実用量とそれらの実験的決定に対する

勧告を出してきた。基礎科学においては、電離放射線に関する物理パラ
メータの測定を常に向上しており、その成果は公衆と放射線従事者の両
方の放射線被ばくのリスク低減についての勧告を提供するために、継続
して再評価されなければならない。

 



 

医療放射線関係の ICRU Reports
- 1990年以降 1-

• Report 46: Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body Tissue 

(1992)

• Report 47: Measurement of Dose Equivalents from External Photon and Electron 

Radiations (1992)

• Report 48: Phantoms and Computational Models in Therapy, Diagnosis and 
Protection (1992)

• Report 50: Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy (1993)

• Report 51: Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry (1993)

• Report 54: Medical Imaging – The Assessment of Image Quality (1996)

• Report 56：Dosimetry of External Beta Rays for Radiation Protection (1997)

• Report 57: Conversion Coefficients for use in Radiological Protection against 

External Radiation (1998)

 

医療放射線関係の ICRU Reports
- 1990年以降 2-

• Report 58: Dose and Volume Specification for Reporting Interstitial Therapy (1997)

• Report 59: Clinical Proton Dosimetry – Part I: Beam Production, Beam Delivery and 

Measurements of Absorbed Dose (1998)

• Report 60: Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (1998)

• Report 61: Tissues Substitutes, Phantoms and Computational Modelling in Medical 

Ultrasound (1999)

• Report 62: Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam 

Therapy(Supplement to ICRU Report 50) (1999)

• Report 63: Nuclear Data for Neutron and Proton Radiotherapy and for Radiation 

Protection (2000)

• Report 66：Determination of Operational Dose Equivalent Quantities for Neutrons

(2001)

 

医療放射線関係の ICRU Reports
- 1990年以降 3-

• Report 67: Absorbed-Dose Specification in Nuclear Medicine (2002)

• Report 70: Image Quality in Chest Radiography (2003)

• Report 71: Prescribing, Recording, and Reporting Electron Beam Therapy

• Report 72: Dosimetry of Beta Rays and Low-Energy Photons for Brachytherapy 

with Sealed Sources (2004)

• Report 74: Patient Dosimetry for X rays used in Medical Imaging (2005)

• Report 76: Measurement Quality Assurance for Ionizing Radiation Dosimetry

(2006)

• Report 78: Prescribing, Recording, and Reporting Proton-Beam Therapy (2007)

• Report 79: Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis in Medical Imaging 

(2008)

• Report 80: Dosimetry Systems for Use in Radiation Processing (2008)

 

IAEA

 

IAEA

• International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for 
the Safety of Radiation Sources

(IAEA: SAFETY SERIES No.115)

現在改訂作業を進めている

日本からもドラフトに意見を出し、それらが反映
されてきている

 

 

Published Safety Standards

• International Basic Safety Standards for 
Protection Against Ionizing Radiation and for the 
Safety of Radiation Sources
Safety Series No. 115
Date of Issue: Thursday, 21 March, 1996.

• Radiological Protection for Medical Exposure to 
Ionizing Radiation Safety Guide
Safety Standards Series No. RS-G-1.5
Date of Issue: Tuesday, 23 April, 2002. 

 



Draft Safety Standards

• DS379 - International Basic Safety Standards 
for Protection against Ionizing Radiation 
(revision of the BSS) 

 

Safety Reports Series
• Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: Cardiac CT

Safety Reports Series No. 60
Date of Issue: Thursday, 26 February, 2009 .

• Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: CT 
Colonography
Safety Reports Series No. 61
Date of Issue: Thursday, 26 February, 2009 .

• Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: PET/CT
Safety Reports Series No. 58
Date of Issue: Thursday, 22 January, 2009 .

• Applying Radiation Safety Standards in Diagnostic Radiology and 
Interventional Procedures Using X Rays
Safety Reports Series No. 39
Date of Issue: Thursday, 30 November, 2006 .

• Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities
Safety Reports Series No. 47
Date of Issue: Wednesday, 18 October, 2006 .

 

ＩＡＥＡ国際基本安全基準文書（ＢＳＳ）の
改訂状況について

（原子力安全委員会事務局：H20.8.7）

１．ＢＳＳについて

– 電離放射線に対する防護と放射線源の安全のた
めの国際基本安全基準（ＢＳＳ：Basic Safety 
Standards）とは、放射線被ばくに係るリスクを防ぐ

ための放射線源の安全に対する基本要件として
、１９６２年から国際原子力機関(ＩＡＥＡ)が発行し

ているもの。現行のＢＳＳは、１９９６年に国際放
射線防護委員会(ＩＣＲＰ)１９９０年勧告等を踏まえ
、国際労働機関(ＩＬＯ)、世界保健機関(ＷＨＯ)な
どの国際機関と共同して国際基本安全基準の一
環として刊行した。

 

ＩＡＥＡ国際基本安全基準文書（ＢＳＳ）の
改訂状況について

（原子力安全委員会事務局：H20.8.7）

２．ＢＳＳ改訂の理由

– ＩＣＲＰ２００７年勧告などのＢＳＳが策定された１９
９６年以降の放射線防護の新しい知見を取り入
れること

– ＢＳＳをＩＡＥＡの新しい安全基準体系に位置づけ
ること

 

ＩＡＥＡ国際基本安全基準文書（ＢＳＳ）の
改訂状況について

（原子力安全委員会事務局：H20.8.7）

３．経緯
– 2004 年3 月 理事会において、安全基準のための行動計画（安全基準は数年に一度

定期的な見直しをすべきである）を承認

– 2006 年4 月 放射線安全基準委員会（ Radiation Safety Standards Committee RASSC）に
おいてＢＳＳ見直しを検討

– 2006 年10 月 放射線安全基準委員会でドラフト提案書（ Document Preparation Profiles 
DPP）を検討、承認

– 2006 年11 月 安全基準委員会（Commission on Safety Standards CSS）において、ドラフ
ト提案書を承認

– 2007 年7 月 ＢＳＳ改訂に係るドラフト作成技術検討会議を開催

– 2007 年10 月 放射線安全基準委員会（ Radiation Safety Standards Committee RASSC）
／廃棄物安全基準委員会（Waste Safety Standards Committee WASSC）にてドラフトを
検討

– 2007 年11 月-2008 年3 月 ＢＳＳ改訂ドラフト検討会議を開催

– 2008 年7 月 改訂版ドラフトVer.1.0 公開（OECD/NEA 等でレビュー予定）

– 2008 年11 月 RASSC25 回会合にてレビュー予定

– 2009 年～ メンバー国による意見照会予定

– ＢＳＳ改訂版発刊予定  

ＩＡＥＡ国際基本安全基準文書（ＢＳＳ）の
改訂状況について

（原子力安全委員会事務局：H20.8.7）

４．改訂の主なポイント
– ＩＣＲＰ２００７勧告における「行為と介入によるプロセスに

基づいた防護の方法」から「３つの被ばく状況に基づく防
護の方法」への移行に伴う構成の変更（参考２－１及び
参考２－２参照）

– ＩＣＲＰ２００７勧告に応じた、緊急時被ばく状況、現存被ば
く状況におけるリファレンスレベルの導入等

– 新たに、自然放射性核種の濃度基準、クリアランスレベ
ル等の数値を提示

– その他新たな論点（医療目的でない対人撮像による被ば
く、航空乗務員の被ばく、放射性物質を含む遺体の取り
扱い等）に言及

 

ＩＡＥＡ国際基本安全基準文書（ＢＳＳ）の
改訂状況について

（原子力安全委員会事務局：H20.8.7）

５．今後の予定

– ＩＡＥＡでは、ＢＳＳ改訂版ドラフト（Ver.1.0）につい
て、本年１１月の RASSC 等の安全基準委員会で
議論する予定。また、それに先立ち、OECD/NEA 
等においてもこれに関する議論が行われる予定

 

NCRP

 



Report No. 158, Uncertainties in the Measurement and 
Dosimetry of External Radiation (2007) 

• Executive Summary:

• このレポートの目的は、外部放射線計測及び線量測定と、人体内の吸収
線量測定に関して用いられる換算係数における、不確かさの現行の知
見を再評価することである。

• このレポートの範囲は、外部放射線被ばくのみに限定される。

• 強調したいのは、最も普通の職業及び環境の被ばくシナリオに対する現
行と過去で用いられた測定の種類における不確かさについてである。

• レポートは直接的には医学診断と治療線量測定に焦点を定めていない
が、論じられるべき概念のいくつかはこの領域における測定の不確かさ
を評価するのに有用であるべきである。

• 焦点は、体外線源からのベータ線･ガンマ線・中性子放射線の測定と、測
定された量から臓器吸収線量への換算における不確かさである。

• 現行のレポートが少なくとも幾つかの測定が可能な外部被ばく状況のみ
を扱っているにも関わらず、個人線量評価が限定される多くの広範な線
量再構成の不確かさは、一つあるいは複数のモデルを含むより精巧な
解析が必要である。  

NCRP Report No. 160, Ionizing Radiation
Exposure of the Population of the United States

 

NCRP Report No. 160, Ionizing Radiation
Exposure of the Population of the United States

 

Computed Tomography in the
21st Century

• Consensus Statements on Patient Safety, 
Regulations and Reimbursement

– 医療画像診断と放射線治療の専門家は、患者の安全を
確保するために、操作・応用・線量最適化を含むCT技術
の更なる教育が必要である。

– 健康関連組織と政府機関は、品質保証の政策と規制を
策定する場合には品質保証ガイドラインを考慮すべきで
ある。これは、時宜を得た流れにおいて現れる技術に取
り組むために規制当局が強く押す例においては特に重要
である。

 

Current Program 

• PAC 4 Radiation Protection in Medicine

•
– SC 4-1 Management of Persons Contaminated with 

Radionuclides
– SC 4-2 Population Monitoring and Decontamination 

Following a Nuclear/Radiological Incident

– SC 4-3 Diagnostic Reference Levels in Medicine Imaging: 
Recommendations for Application in the United State

– SC 4-4 Risks of Ionizing Radiation to the Developing 
Embryo, Fetus and Nursing Infant

 

EPA (Health Protection Agency
; NRPB)

 

NRPB W-Series Reports

• NRPB-W67
– Doses from Computed Tomography (CT) Examinations in the UK 

- 2003 Review
Added/updated: 14 December 2007

• NRPB-W14
– Doses to Patients from Medical X-Ray Examinations in the UK: 

2000 Review 
Added/updated: 28 January 2008

• NRPB-W4
– Radiation Exposure of the UK Population from Medical and 

Dental X-Ray Examinations 
Added/updated: 28 January 2008

 

HPA RPD Series Reports

• HPA-RPD-029 - Doses to Patients from Radiographic and 
Fluoroscopic X-ray Imaging Procedures in the UK - 2005 
Review , Added/updated: 10 January 2008

• HPA-RPD-022 - Doses to Patients arising from Dental X-ray 
Examinations in the UK, 2002-2004. A Review of Dental X-ray 
Protection Service Data, Added/updated: 10 January 2008

• HPA-RPD-003 - A Survey of Nuclear Medicine in the UK in 
2003/04, Added/updated: 10 January 2008

• HPA-RPD-001 - Ionising Radiation Exposure of the UK 
Population: 2005 Review, Details and link to PDF for HPA-RPD-
001, Added/updated: 14 July 2008

 



Documents of the HPA: Radiation, Chemical and 
Environmental Hazards

• Protection of Pregnant Patients during Diagnostic 
Medical Exposures to Ionising Radiation RCE 9

• Protection of Patients and Volunteers Undergoing 
MRI Procedures (RCE-7)

• Guidance on the application of dose coefficients for 
the embryo, fetus and breastfed infant in dose 
assessments for members of the public (RCE-5)

 

国内の組織

 

  

  

 

関連機関（例）

• 日本原子力研究開発機構（文部科学省）

• 放射線医学総合研究所（文部科学省）

• 国立保健医療科学院（厚生労働省）

• 国立がんセンター（厚生労働省）

 



関連学会

• 日本放射線技術学会

• 日本医学放射線学会

• 日本医学物理学会

• 日本保健物理学会

• 日本放射線影響学会

• 日本放射線腫瘍学会

• 日本核医学会 など

 

日本医学放射線学会

• 放射線防護委員会（規約）
– 第1条 日本医学放射線学会に放射線防護委員会（以下「委員会」と

いう）を置く。

– 第2条（目的）委員会は、放射線および関連領域の医学利用の場に
おける障害の防護に寄与することを目的とする。

– 第3条（業務）委員会は、放射線の防護に関する事項を審議し、それ
に関連した必要な業務を行う。

– 第4条（構成）委員会は次の各号の委員および専門委員をもって組
織する。

– （１）理事会にて選任された担当理事1名

– （２）委員長が理事会の承認を得て会員の中から委嘱した委員

– （３）日本核医学会から推薦された委員2名、および医学物理学会、

歯科放射線学会、放射線腫瘍学会、血管造影・ＩＶＲ学会から推薦さ
れた委員各1名

– （４）委員長が必要に応じて指名した専門委員若干名  

日本放射線技術学会

• 放射線防護分科会（Ｗｅｂより）

– 放射線防護分科会は、医療における放射線安全
管理を考える分科会です。放射線防護に関心を
もつ340名あまり(2004年10月)の会員によって構

成され、年２回の分科会と会誌発行の他，放射
線被曝に係わる調査、コメント・声明の発信、ガイ
ドラインの作成、被曝に関する一般市民からの質
問への回答なども行っています。また、医療放射
線被曝に関する疑問や不安の解消と情報の発信
を目的とした市民公開シンポジウムも開催してい
ます。

 

日本医学物理学会

• 防護委員会

– 医学物理学的視点で、放射線診療における防護
に関する内容を扱う。

 

日本保健物理学会

• 医療放射線リスク専門研究会
– マルチスライスCTの普及によって、1回の検査で数十mGy

の被ばくを受けることも稀ではなくなり、医療放射線に対
するリスク評価は以前にも増して重要になっている。数十
mGyというのは、疫学調査で発がんの決定的な証拠があ

るわけではなく、かといって無視できるほどの微小な線量
でもない。そのため、リスクをどう見積もるかという点に関
して、専門家の間でも議論が絶えない。

– 本専門研究会では、医療被ばくの実態及び放射線影響
に関する最新の知見に照らし合わせて、CT検査をはじめ

とする医療放射線のリスクをどう考えるべきかを整理する
。

 

日本放射線腫瘍学会

• 関連学会委員会
– (目的）第 1 条 日本放射線腫瘍学会定款第 4 条に基づき

、日本放射線腫瘍学会（以下「本会」という）と本会に関連
の深い国内外の諸学会・研究会などとの関係を密にし、
相互間の情報伝達をはかるために、関連学会委員会（以
下「委員会」という）を置く。

– (業務）第 2 条 委員会は次の各業務を行う。 本会と関連
の深い国内外の諸学会・研究会などに対する対応

– その他関連する業務

 

終わりに

• 多くの国内外の機関･組織･学会が存在、個
別にあるいは協力して活動している

• ICRP 新勧告に基づいた放射線防護の具体化
が進められている

• 国際標準を適切に取り入れながら、日本の現
状に合った防護が必要である

 



資料 2 











 


